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(57)【要約】
　再付着性マウント材料が、主表面を有するマウント材
料を含み、無機繊維を含有する。再付着性感圧接着剤層
が、第１主表面の少なくとも一部分で内側に配置される
。その再付着性感圧接着剤層は、少なくとも１つのモー
ドでの第１粒径分布を有し、それぞれのＤ５０が少なく
とも３０マイクロメートルである接着性ミクロスフェア
と、及び、少なくとも１つのモードでの第２粒経分布を
有し、それぞれのＤ５０が１０マイクロメートル未満で
あり、少なくとも１つのモードでの少なくとも１つのＤ
５０が１マイクロメートル未満である結合剤粒子とを含
む。この再付着性マウント材料は、汚染防止装置の製造
に有用である。前記の製造方法も開示される。



(2) JP 2010-529368 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再付着性マウント材料であって、
　相対する第１の主表面及び第２の主表面を有し、無機繊維を含むマウント材料と、
　前記第１の主表面の少なくとも一部分に沿って内側に配置された再付着性感圧接着剤層
とを含み、該再付着性感圧接着剤層が、
　いずれもＤ５０が少なくとも３０マイクロメートルである少なくとも１つの第１のモー
ドを有する第１の粒径分布を有する接着性ミクロスフェア、及び
　結合剤粒子を含み、
　汚染防止装置の使用に適合しているモノリスに対し再付着可能に接着可能であり、前記
結合剤粒子がないという点以外、前記再付着性マウント材料と同一に作製される参照マウ
ント材料が前記モノリスに対し再付着可能に接着可能ではない、再付着性マウント材料。
【請求項２】
　前記結合剤粒子が、いずれもＤ５０が１０マイクロメートル未満である少なくとも１つ
の第２のモードを有する第２の粒径分布を有し、前記少なくとも１つの第２のモードのう
ち少なくとも１つが、１マイクロメートル未満のＤ５０を有する、請求項１に記載の再付
着性マウント材料。
【請求項３】
　前記マウント材料の最大引張り強度が４００ｋＰａ未満である、請求項１又は２に記載
の再付着性マウント材料。
【請求項４】
　前記再付着性感圧接着剤層が、それぞれのＤ５０が１マイクロメートルを超え３０マイ
クロメートル未満である少なくとも１つの第３のモードを有する第３の粒径分布を有する
分散剤粒子を更に含み、体積基準において、前記接着性ミクロスフェアと分散剤粒子との
比が少なくとも９５：５である、請求項１～３のいずれかに記載の再付着性マウント材料
。
【請求項５】
　重量基準において、前記接着性ミクロスフェアが、前記接着性ミクロスフェア、結合剤
粒子、及び分散剤粒子を合わせた総重量の１５～８０パーセントである、請求項４に記載
の再付着性マウント材料。
【請求項６】
　前記無機繊維の少なくとも一部分が、結合剤によって接合される、請求項１～５のいず
れかに記載の再付着性マウント材料。
【請求項７】
　前記結合剤が有機材料を含む、請求項６に記載の再付着性マウント材料。
【請求項８】
　前記マウント材料の乾燥坪量が１平方メートル当たり０．４～１５キログラムである、
請求項１～７のいずれかに記載の再付着性マウント材料。
【請求項９】
　前記マウント材料が未膨張の膨張性材料を更に含む、請求項１～８のいずれかに記載の
再付着性マウント材料。
【請求項１０】
　前記未膨張の膨張性材料が、バーミキュライト、グラファイト、又はこれらの組み合わ
せを含む、請求項９に記載の再付着性マウント材料。
【請求項１１】
　前記無機繊維がセラミック繊維を含む、請求項１～１０のいずれかに記載の再付着性マ
ウント材料。
【請求項１２】
　再付着性感圧接着剤層に剥離可能に接着されたライナーを更に含む、請求項１～１１の
いずれかに記載の再付着性マウント材料。
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【請求項１３】
　前記第１の粒径分布の少なくとも１つの第１のモードのそれぞれのＤ５０が、少なくと
も４５マイクロメートルである、請求項１～１２のいずれかに記載の再付着性マウント材
料。
【請求項１４】
　前記第２の粒径分布の少なくとも１つの第２のモードがそれぞれのＤ５０が、０．０５
～０．３マイクロメートルの範囲である、請求項１～１３のいずれかに記載の再付着性マ
ウント材料。
【請求項１５】
　平均として、前記結合剤粒子が接着性ミクロスフェアよりも前記主表面からより離れた
位置に配置される、請求項１～１４のいずれかに記載の再付着性マウント材料。
【請求項１６】
　汚染防止装置での使用のために適応させた、請求項１～１５いずれかに記載の再付着性
マウント材料。
【請求項１７】
　ハウジングと、
　該ハウジング内に配置される汚染防止装置エレメントと、
　前記ハウジングに隣接して、又はその中に配置される、請求項１～１５のいずれかに記
載の再付着性マウント材料とを含む、汚染防止装置。
【請求項１８】
　前記マウント材料が、前記汚染防止エレメントと前記ハウジングとの間に配置される、
請求項１７に記載の汚染防止装置。
【請求項１９】
　請求項１～１６のいずれかに記載の再付着性マウント材料を、中に汚染防止エレメント
が配置されているハウジングに隣接して又は前記ハウジング内に配置する工程を含む、汚
染防止装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記マウント材料が、前記汚染防止エレメントと前記ハウジングとの間に配置される、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　再付着性マウント材料の製造方法であって、
　第１の主表面及び第２の主表面を有し、結合した無機繊維を含むマウント材料を提供す
る工程、
　前記マウント材料の前記主表面の少なくとも一部分に乾燥可能な組成物を適用する工程
であって、前記乾燥可能な組成物が、
　　それぞれのＤ５０が少なくとも３０マイクロメートルである少なくとも１つの第１の
モードを有する第１の粒径分布を有する接着性ミクロスフェア、及び
　　結合剤粒子を含む、工程、及び
　前記乾燥可能な組成物を少なくとも部分的に乾燥し、前記第１の主表面の少なくとも一
部分に沿って内側に配置した再付着性感圧接着剤層を供給する工程であって、前記再付着
性マウント材料が、汚染防止装置の使用に適応させたモノリスに対し再付着可能に接着可
能であり、前記結合剤粒子がないという点以外、再付着性マウント材料と同一に作製され
る参照マウント材料が、前記モノリスに再付着可能に接着可能ではない、工程を含む、製
造方法。
【請求項２２】
　前記結合剤粒子が、それぞれのＤ５０が１０マイクロメートル未満である少なくとも１
つの第２のモードを有する第２の粒径分布を有し、前記少なくとも１つの第２のモードの
うち少なくとも１つが、１マイクロメートル未満のＤ５０を有する、請求項２１に記載の
方法。
【請求項２３】
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　前記乾燥可能な組成物が、それぞれのＤ５０が１マイクロメートルを超え３０マイクロ
メートル未満である少なくとも１つのモードを有する第３の粒径分布を有する分散剤粒子
を更に含み、体積基準において、前記接着性ミクロスフェアと分散剤粒子との比が少なく
とも９５：５である、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　重量基準において、前記接着性ミクロスフェアが、前記接着性ミクロスフェア、結合剤
粒子、及び分散剤粒子を合わせた総重量の１５～８０パーセントである、請求項２１に記
載の方法。
【請求項２５】
　再付着性マウント材料の製造方法であって、
　主表面を有し、結合した無機繊維を含むマウント材料を提供する工程、
　前記マウント材料の前記主表面の少なくとも一部分に第１の乾燥可能な組成物を適用す
る工程であって、前記第１の乾燥可能な組成物が、それぞれのＤ５０が少なくとも３０マ
イクロメートルである少なくとも１つのモードを有する第１の粒径分布を有する接着性ミ
クロスフェアを含む、工程、
　前記マウント材料の前記主表面の少なくとも一部分に対し、結合剤粒子を含む第２の乾
燥可能な組成物を塗布する工程、及び
　第１の乾燥可能な組成物及び第２の乾燥可能な組成物を少なくとも部分的に乾燥させて
、前記第１の主表面の少なくとも一部分に内側に配置した再付着性感圧接着剤層を供給す
る工程であって、前記再付着性マウント材料が、汚染防止装置の使用に適応させたモノリ
スに対し再付着可能に接着可能である、工程を含む製造方法。
【請求項２６】
　前記第１の主表面の少なくとも一部分に、前記第２の乾燥可能な組成物を適用した後に
、前記第１の乾燥可能な組成物を適用する、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１の乾燥可能な組成物が、それぞれのＤ５０が１マイクロメートルを超え３０マ
イクロメートル未満である少なくとも１つのモードを有する第３の粒径分布を有する分散
剤粒子を更に含み、体積基準において、前記接着性ミクロスフェアと分散剤粒子との比が
少なくとも９５：５である、請求項２５又は２６に記載の方法。
【請求項２８】
　重量基準において、前記接着性ミクロスフェアが、接着性ミクロスフェア、結合剤粒子
、及び分散剤粒子を合わせた総重量の１５～８０パーセントである、請求項２７に記載の
方法。
【請求項２９】
　前記マウント材料の最大引張り強度が４００ｋＰａ未満である、請求項２１～２８のい
ずれかに記載の方法。
【請求項３０】
　前記マウント材料の乾燥坪量が、１平方メートル当たり０．４～１５キログラムである
、請求項２１～２９のいずれかに記載の方法。
【請求項３１】
　前記無機繊維の少なくとも一部分が、結合剤によって接合される、請求項２１～３０の
いずれかに記載の方法。
【請求項３２】
　前記結合剤が有機材料を含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記マウント材料が、未膨張の膨張性材料を更に含む、請求項２１～３２のいずれかに
記載の方法。
【請求項３４】
　前記未膨張の膨張性材料が、バーミキュライト、グラファイト、又はこれらの組み合わ
せを含む、請求項３３に記載の方法。
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【請求項３５】
　前記無機繊維がセラミック繊維を含む、請求項２１～３４のいずれかに記載の方法。
【請求項３６】
　前記再付着性感圧接着剤層に対し、ライナーを剥離可能に接着する工程を含む、請求項
２１～３５のいずれかに記載の方法。
【請求項３７】
　前記第１の粒径分布の少なくとも１つの第１のモードのそれぞれのＤ５０が、少なくと
も４５マイクロメートルである、請求項２１～３６のいずれかに記載の方法。
【請求項３８】
　前記第２の粒径分布の少なくとも１つの第２のモードのそれぞれのＤ５０が、０．０５
～０．３マイクロメートルの範囲である、請求項２１～３７のいずれかに記載の方法。
【請求項３９】
　平均して、前記結合剤粒子が接着性ミクロスフェアよりも前記主表面からより離れた位
置に配置される、請求項２１～３８のいずれかに記載の方法。
【請求項４０】
　汚染防止装置での使用のために前記再付着性マウント材料を適応させる工程を更に含む
、請求項２１～３９のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　汚染防止装置は、大気汚染を抑制するために自動車に使用されている。こうした装置と
して２つの種類、すなわち触媒コンバータ及びディーゼル微粒子フィルタ又はトラップが
、現在広範に使用されている。触媒コンバータは触媒を含有し、触媒は典型的には、コン
バータ中に取り付けられたモノリシック構造体の上にコーティングされている。このモノ
リシック構造（「モノリス」と呼ばれる）は典型的にはセラミックであるが、金属モノリ
スも使用されている。触媒は一酸化炭素及び炭化水素を酸化し、自動車排気ガス中の窒素
酸化物を還元して大気汚染を抑制する。ディーゼル微粒子フィルタ又はトラップは一般に
、ハニカム状のモノリシック構造（これも「モノリス」と呼ばれる）を有するウォールフ
ロー型フィルタであり、典型的には多孔質結晶セラミック材質から製造される。
【０００２】
　典型的には、構築された状態で、これら各種類の装置が金属ハウジングを有し、この金
属ハウジングはその中に金属又はセラミック（最も一般的にはセラミック）のモノリシッ
ク構造又はモノリシック要素を保持する。このセラミックモノリスは、一般に、広い表面
積を供給する非常に薄い壁を有し、脆く、かつ容易に破損しやすい。更に、自動車用触媒
コンバータに使用されるセラミックモノリスに関する現在の業界トレンドは、モノリスが
より滑らかな外側表面を有する方向に向かっており、缶封入手順中にセラミックモノリス
に対するマウントマット接着の維持がますます難しくなっている。また、セラミックモノ
リスは通常、使用時にこれを中に入れる典型的な金属ハウジング（例えばステンレススチ
ール製ハウジング）より、熱膨張係数が１桁少ない。道路の衝撃及び振動によるセラミッ
クモノリスへの損傷を避け、熱膨張の差を補い、モノリスと金属ハウジングとの間を排気
ガスが通過することを防ぐために、多くの場合、セラミックモノリスと金属ハウジングと
の間にセラミックマット又は膨張シート材料が配置される。
【０００３】
　金属ハウジング内にセラミックモノリスとマウント材料を配置又は挿入するプロセスは
、「缶封入」とも呼ばれ、これには、モノリスの周囲に例えば膨張シート又はセラミック
マットなどのマウントマットを巻き、その巻いたモノリスをハウジング内に挿入するプロ
セスが含まれる。
【０００４】
　モノリスの缶封入の前に、マウント材料が通常、モノリスの周囲に巻かれ、定位置に固
定される。場合によっては、マウントマットとモノリスの間に接着層又は接着テープを挟



(6) JP 2010-529368 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

むことによってモノリスが固定される。例えばＰＣＴ特許申請公開ＷＯ　００／１１０９
８　Ａ１（パイサート（Peisert）ら）では、材質層上に接着層を有するマウントマット
で、その接着剤がミクロスフェア接着剤などの再付着性接着剤であるものが公開されてい
る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　１つの態様において、本発明は、再付着性マウント材料であって、
　相対する第１の主表面及び第２の主表面を有し、無機繊維を含むマウント材料、並びに
、第１の主表面の少なくとも一部分に内側に配置し、
　それぞれのＤ５０が少なくとも３０マイクロメートルである少なくとも１つの第１のモ
ードを有する第１の粒径分布を有する接着性ミクロスフェアと、
　結合剤粒子とを含む、再付着性感圧接着剤層を含む、マウント材料を含み、
　汚染防止装置の使用に適合しているモノリスに対し再付着可能に接着可能であり、結合
剤粒子がないという点以外、再付着性マウント材料と同一に作製される参照マウント材料
が、モノリスに対し再付着可能な接着性はない。
【０００６】
　特定の実施形態において、結合剤粒子は、それぞれのＤ５０が１０マイクロメートル未
満である少なくとも１つの第２のモードを有する第２の粒径分布を有し、及び少なくとも
１つの第２のモードのうち少なくとも１つが、１マイクロメートル未満のＤ５０を有する
。特定の実施形態において、この再付着性感圧接着剤層は、それぞれのＤ５０が１マイク
ロメートルを超え３０マイクロメートル未満である少なくとも１つの第３のモードを有す
る第３の粒径分布を有する分散剤粒子を更に含み、体積基準において、接着性ミクロスフ
ェアと分散剤粒子との比が少なくとも９５：５である。特定の実施形態において、重量基
準で、接着性ミクロスフェア、結合剤粒子、及び分散剤粒子を合わせた総重量に対し、こ
の接着性ミクロスフェアは、１５～８０パーセント含まれる。
【０００７】
　特定の実施形態において、この再付着性マウント材料には、再付着性感圧接着剤層に剥
離可能に接着されたライナーが更に含まれる。
【０００８】
　他の態様において、本発明は、再付着性マウント材料の製造方法を提供し、この方法は
、
　第１の主表面及び第２の主表面を有し、結合した無機繊維を含むマウント材料を提供す
る工程、
　そのマウント材料の主表面の少なくとも一部分に、
　それぞれのＤ５０が少なくとも３０マイクロメートルである少なくとも１つの第１のモ
ードを有する第１の粒径分布を有する接着性ミクロスフェア、及び
　結合剤粒子を含む乾燥可能な組成物を適用する工程、及び
　乾燥可能な組成を少なくとも部分的に乾燥させて、第１の主表面の少なくとも一部分に
内側に配置した再付着性感圧接着剤層を供給する工程を含み、再付着性マウント材料が、
汚染防止装置の使用に適合しているモノリスに対し再付着可能に接着可能であり、結合剤
粒子がないという点以外、再付着性マウント材料と同一に作製される参照マウント材料が
、モノリスに対し再付着可能な接着性はない。
【０００９】
　特定の実施形態において、その乾燥可能な組成は、それぞれのＤ５０が１マイクロメー
トルを超え３０マイクロメートル未満である少なくとも１つの第３のモードを有する第３
の粒径分布を有する分散剤粒子を更に含み、体積基準において、接着性ミクロスフェアと
分散剤粒子との比が少なくとも９５：５である。特定の実施形態において、重量基準で、
接着性ミクロスフェア、結合剤粒子、及び分散剤粒子を合わせた総重量に対し、この接着
性ミクロスフェアは、１５～８０パーセント含まれる。
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【００１０】
　また他の態様において、本発明は、再付着性マウント材料の製造方法を提供し、この方
法は、
　主表面１つを有し、結合した無機繊維を含むマウント材料を提供する工程、
　そのマウント材料の主表面の少なくとも一部分に乾燥可能な組成物を適用し、ここにお
いてその第１の乾燥可能な組成は、それぞれのＤ５０が少なくとも３０マイクロメートル
である少なくとも１つのモードを有する第１粒径分布を有する接着性ミクロスフェアを含
み、
　第２の乾燥可能な組成は、マウント材料の主表面の少なくとも一部分に対する結合剤粒
子を含み、並びに
　第１主表面の少なくとも一部分で内側に配置した再付着性感圧接着剤層を供給するため
の、少なくとも部分的に乾燥している、第１及び第２の乾燥可能な組成で、ここにおいて
、再付着性マウント材料とは、汚染防止装置の使用に適合しているモノリスに対し再付着
可能な状態で接着可能である。
【００１１】
　特定の実施形態において、第１の主表面の少なくとも一部分に、第２の乾燥可能な組成
が適用されてから、次に第１の乾燥可能な組成が適用される。
【００１２】
　特定の実施形態において、その第１の乾燥可能な組成は更に、それぞれのＤ５０が１マ
イクロメートルより大きく３０マイクロメートル未満である少なくとも１つの第３のモー
ドを有する第３の粒径分布を有する分散剤粒子を含み、更に体積ベースにおいて、接着性
ミクロスフェアと分散剤粒子が少なくとも９５：５の割合で存在する。特定の実施形態に
おいて、重量ベースで、接着性ミクロスフェア、結合剤粒子、及び分散剤粒子を合わせた
合計重量に対し、この接着性ミクロスフェアは、１５～８０パーセント含まれる。
【００１３】
　特定の実施形態において、本発明による方法は更に、再付着性感圧接着剤層に対し、ラ
イナーを剥がせる状態で接着することが含まれる。
【００１４】
　特定の実施形態において、本発明による再付着性マウント材料は、汚染防止装置での使
用に適合している。したがって別の態様において、本発明は、ハウジングと、そのハウジ
ング内に配置された汚染防止エレメントと、ハウジングに隣接して又はその中に配置され
た本発明による再付着性マウント材料とを含む汚染防止装置を提供する。特定の実施形態
において、このマウント材料は、汚染防止エレメントとハウジングとの間に配置される。
【００１５】
　したがって別の態様において、本発明は汚染防止装置の製造方法を提供し、この方法に
は、本発明による再付着性マウント材料を、ハウジング（この中に汚染防止エレメントが
配置されている）に隣接又はその中に配置することが含まれる。特定の実施形態において
、この方法には更に、本発明による再付着性マウント材料を、ハウジング（この中に汚染
防止エレメントが配置されている）に隣接又はその中に配置することが含まれる。
【００１６】
　特定の実施形態において、無機繊維の少なくとも一部分が、結合剤によって接着される
。これら実施形態の特定のものにおいて、この結合剤は有機材料を含む。
【００１７】
　特定の実施形態において、このマウント材料は更に、未膨張の膨張性材料を含む。特定
の実施形態において、この未膨張の膨張性材料には、バーミキュライト、グラファイト、
又はこれらの組み合わせが含まれる。特定の実施形態において、このマウント材料は、乾
燥坪量が１平方メートル当たり０．４～１５キログラムである。特定の実施形態において
、この無機繊維はセラミック繊維を含む。特定の実施形態において、マウント材料の最大
引張り強度は４００ｋＰａ未満である。
【００１８】
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　特定の実施形態において、第１の粒径分布の少なくとも１つの第１のモードそれぞれの
Ｄ５０が、少なくとも４５マイクロメートルである。特定の実施形態において、第２の粒
径分布の少なくとも１つの第２のモードそれぞれのＤ５０が、０．０５～０．３マイクロ
メートルの範囲である。特定の実施形態において、結合剤粒子は平均で、接着性ミクロス
フェアよりも主表面からより遠い場所に配置される。
【００１９】
　本発明による再付着性マウント材料は、例えばモノリスの缶封入、及び／又は汚染防止
装置内のエンドコーン断熱材として使用するのに有用である。
【００２０】
　本明細書で明らかにされるのは、従来の再付着性ミクロスフェア接着剤は（後述の例に
示すように）再付着された場合にマウント材料の損傷を起こすことがあるが、本開示によ
って作製された再付着性マウント材料はモノリス（例えば滑らかなセラミックモノリス）
に対して再付着可能な接着性を有し、その再付着性マウント材料の破損なしに、又はモノ
リスへの好ましくない接着剤移りなしに、汚染防止装置における使用に適用されることで
ある。
【００２１】
　本明細書で使用する場合、
　粒径分布に適用される用語「モード」は、局所的最大粒径の原因である粒径分布のコン
ポーネントを指す。
【００２２】
　用語「感圧接着剤」又は「ＰＳＡ」は、以下の特性を有する粘弾性材料を指す。（１）
強力かつ永続的な粘着、（２）わずかな指の圧力による接着、（３）基材上への十分な保
持能力、及び（４）基材からきれいに除去するのに十分な凝集強度。
【００２３】
　粒径分布に適用される用語「Ｄ１０」は、分布中の粒子のうち体積で１０パーセントが
、それより小さな粒子直径を有するような、粒子直径を指す。
【００２４】
　粒径分布に適用される用語「Ｄ５０」は、分布中の粒子のうち体積で５０パーセントが
、それより小さな粒子直径を有するような、粒子直径を指す。
【００２５】
　粒径分布に適用される用語「Ｄ９０」は、分布中の粒子のうち体積で９０パーセントが
、それより小さな粒子直径を有するような、粒子直径を指す。
【００２６】
　用語「感圧性ミクロスフェア接着剤」は、主として全般にマイクロメートル単位の粒径
のポリマー球体から成っている感圧性接着剤を指す。
【００２７】
　物品に適用される用語「再付着可能な接着」は、基材に対する接着、除去、再接着を繰
り返し行うことができ、その際にその物品又は基材を大きく損傷することなく、また接着
剤移りも起こさないことを指す。
【００２８】
　本出願では、明細書及び請求項の中のすべての数値範囲は、特に指定のない限り、それ
らの端点を包含すると見なされる。更に、特に断りのない限り、明細書及び請求項の中の
すべての部、パーセンテージ、及び比は、重量基準である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の１つの実施形態による、代表的な再付着性マウント材料の概略的側面図
。
【図２】本発明の１つの実施形態による、代表的な再付着性マウント材料の概略的側面図
。
【図３】本発明の１つの実施形態による代表的な汚染防止装置の断面図。
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【発明を実施するための形態】
【００３０】
　ここで図１を参照し、代表的な再付着性マウント材料１００は、第１の主表面１７０及
び第２の主表面１７２を有するマウント材料１６０を含む。このマウント材料１６０は、
無機繊維１３０、任意で配置する膨張性充填剤１４０、及び任意で配置する結合材１４５
（図には示されていない）を含む。任意で配置する結合材１４５がある場合、これはマウ
ント材料１６０全体に分配され、マウント材料１６０のさまざまな要素を結合させること
により、マウント材料１６０を強化する。再付着性感圧接着剤層１１０は、マウント材料
１６０の厚み全体に延在することはなく、第１の主表面の少なくとも一部分で内側に配置
され、しかしながらマウント材料１６０を通り抜けて第２の主表面１７２にまで延在する
ことはない。再付着性感圧接着剤層１１０は、接着性ミクロスフェア１２０及び結合材粒
子１２２を含む。接着性ミクロスフェア１２０は少なくとも１つのモードの粒径分布を有
し、それぞれのＤ５０は少なくとも３０マイクロメートルである。結合材粒子１２２は、
少なくとも１つのモードを有する第２の粒径分布を有し、それぞれのモードのＤ５０は１
０マイクロメートル未満であり、少なくとも１つのモードのうち少なくとも１つのＤ５０
は１マイクロメートル未満である。再付着性マウント材料１００は、汚染防止装置におけ
る使用に適合したモノリス（例えばコーディエライト製モノリス）に再付着可能な接着性
である。
【００３１】
　図に示すように、再付着性感圧接着剤層１１０は、任意に配置される剥離ライナー１５
０に対し、再付着可能な接着性である。又は、図２に示すように、代表的な再付着性マウ
ント材料２００は、第２の主表面２７２に再付着可能接着された再付着性感圧接着剤２１
０の層のロールとして供給することができる。また、再付着性マウント材料を重ねたもの
も、本発明の範囲に含まれる。
【００３２】
　驚くべきことに、本発明により、接着性ミクロスフェア１２０及び結合剤粒子１２２の
両方を含む再付着性感圧接着剤層を含めることにより、汚染防止装置組立ての際に生じる
再付着作業中の、再付着性マウント材料の損傷（例えば、マウント材料マットの分離又は
接着剤移りなど）が減少又は排除されることが明らかになった。したがって、本発明の態
様は特に、構造の凝集性が比較的低いマウント材料、例えば、２００、１００、７５、又
は５０キロパスカル（ｋＰａ）以下の最大引張り強さしかないマウント材質に適用可能で
ある。
【００３３】
　このマウント材料は無機繊維を含み、これが十分に絡まり、及び／又は接着で固められ
て、凝集した繊維ウェブを形成する。この繊維は、機械プロセス（例えばニードルタック
）により絡めるか、及び／又は結合剤（例えば有機結合剤、無機結合剤、又はそれらの組
み合わせ）の使用により接着で固めることができる。いくつかの実施形態において、この
マウント材料には有機繊維も含めることができるが、含まれたとしてもその量は通常わず
かである。典型的には、このマウント材料は、モノリスの回りに巻いて汚染防止装置に使
用できる十分な柔軟性と弾力性を有する。
【００３４】
　有用な無機繊維には、例えば、繊維ガラス、セラミック繊維、非酸化物無機繊維（例え
ばステンレススチール繊維又はホウ素繊維）、及びこれらの混合物が挙げられる。
【００３５】
　有用なセラミック繊維には、例えば、アルミノボロシリケート繊維、アルミノシリケー
ト繊維、アルミナ繊維、それらの熱処理された種類、及びこれらの混合物が挙げられる。
好適なアルミノボロシリケート繊維の例には、ミネソタ州セントポールのスリーエム社（
3M Company）から市販されている、商品名「ネクステル３１２セラミック繊維（NEXTEL 3
12 CERAMIC FIBERS）」、「ネクステル４４０セラミック繊維（NEXTEL 440 CERAMIC FIBE
RS）」、及び「ネクステル５５０セラミック繊維（NEXTEL 550 CERAMIC FIBERS）」が挙
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げられる。好適なアルミノシリケート繊維の例には、ニューヨーク州ナイアガラフォール
ズのユニフラックス社（Unifrax Corp.）から市販されている、商品名「ファイバーフラ
ックス（FIBERFRAX）」７０００Ｍ、ジョージア州オーガスタのサーマル・セラミックス
（Thermal Ceramics）社から市販されている、商品名「セラファイバー（CERAFIBER）」
、及び日本・東京の新日鐵化学株式会社（Nippon Steel Chemical Company）から市販さ
れている、商品名「ＳＮＳＣ　タイプ　１２６０　Ｄ１（SNSC Type 1260 D1）」が挙げ
られる。好適な市販のアルミナ繊維の例には、英国ウィドネスのサフィル（Saffil）社か
ら市販されている、商品名「サフィル（SAFFIL）」として入手可能な多結晶アルミナ繊維
が挙げられる。好適なセラミック繊維の例は、米国特許第３，７９５，５２４号（ソーマ
ン（Sowman））及び同第４，０４７，９６５号（カースト（Karst）ら）にも開示されて
いる。
【００３６】
　他の好適な無機繊維には、石英繊維、高シリカ含有量の非晶質及び結晶性繊維、アルミ
ナ繊維及び高アルミナ繊維、非晶質及び結晶性アルミナ－シリカ繊維、酸化物及び非酸化
物繊維、金属繊維、溶融物の吹き込み、紡績、牽引により形成された繊維、ゾル－ゲル形
成繊維、有機前駆体から形成された繊維、ガラス繊維、溶出ガラス繊維、及び実質的に無
機組成物の他の繊維が挙げられる。好適な無機繊維はまた、有機及び無機材料の表面コー
ティング又はサイジングも含めることができる。好適な無機繊維は、言うまでもなく、単
独で又は他の好適な無機繊維との組み合わせにおいて使用することができる。
【００３７】
　一般的に言えば、ショットの相当量を含有する無機繊維は、ショットを含まない、又は
部分的に浄化された無機繊維より安価である。しかしながら、ショットを含まない無機繊
維は、一般に、より弾力的な物品（例えば、ウェブ、シート、マット）を提供し、これは
室温への復帰を含めたすべての温度において、保持力をより良好に維持する。したがって
、マウント材料には、マウント材料の合計乾燥重量に対し、７５、５０、又は４０重量パ
ーセント未満のショットが含まれるようにすることができる。
【００３８】
　このマウント材料に好適な有機結合剤は当該技術分野において既知であり、ラテックス
形態のポリマー及びエラストマー（例えば天然ゴムラテックス、スチレン－ブタジエンラ
テックス、ブタジエン－アクリロニトリルラテックス、並びにアクリレートとメタクリレ
ートのポリマー及びコポリマーのラテックス）を含む。典型的には、当該技術分野におい
て知られているように、有機結合剤は、特にウェットレイド製造プロセスにおいて、凝集
剤を使用することによりウェブの繊維状に凝集する。好適な無機結合剤は、このような用
途向けの当該技術分野において既知であり、四ケイ素フッ素雲母（水膨潤の非交換形態、
又は、二価又は多価カチオンとの交換塩として凝集）、及びベントナイトが含まれる。
【００３９】
　所望により、マウント材料には１つ以上の膨張材料（未膨張、部分的に膨張済み、膨張
済み、又はこれらの混合）を含めることができ、典型的には望む最終用途に応じて用いら
れる。例えば、約５００℃を超える温度で使用する場合、未膨張のバーミキュライト材料
が約３００℃～約３４０℃の温度範囲で膨張を開始するため、適している。これは、膨張
する金属ハウジングと、触媒コンバータ内のモノリスとの間の膨張格差を埋めるのに有用
である可能性がある。例えばディーゼル用モノリス又は微粒子フィルタなど、約５００℃
を超える温度で使用する場合、膨張可能なグラファイト、又は膨張可能なグラファイトと
未膨張バーミキュライト材質との混合物が好ましい。これは、膨張可能なグラファイトが
約２１０℃で膨張を開始するからである。処理済みバーミキュライトも有用であり、通常
は約２９０℃の温度で膨張する。
【００４０】
　有用な膨張性材料の例としては、未膨張のバーミキュライトフレーク又は鉱石、処理済
みの未膨張バーミキュライトフレーク又は鉱石、部分的に脱水されたバーミキュライト鉱
石、膨張可能なグラファイト、膨張可能なグラファイトと処理済み又は未処理の未膨張バ



(11) JP 2010-529368 A 2010.8.26

10

20

30

40

50

ーミキュライト鉱石との混合物、加水黒雲母、水膨潤可能な合成四ケイ素フッ素型雲母（
例えば米国特許第３，００１，５７１号（ハッチ（Hatch））に記載されているもの）、
アルカリ金属ケイ酸塩細粒（例えば米国特許第４，５２１，３３３号（グラハム（Graham
）ら）に記載されているもの）、処理済み膨張可能ケイ酸ナトリウム（例えばスリーエム
（3M）社から商品名「エクスパントロール（EXPANTROL）」として市販されている不溶性
ケイ酸塩ナトリウム）、及びこれらの混合物が含まれる。市販の膨張可能なグラファイト
材料の例は、オハイオ州クリーブランドのＵＣＡＲカーボン社（UCAR Carbon Co.）から
商品名「グラフォイル（GRAFOIL）グレード３３８－５０」膨張可能グラファイトフレー
クとして入手可能なものである。処理済み未膨張バーミキュライトフレーク又は鉱石には
、イオン交換塩（例えばリン酸二水素アンモニウム、硝酸アンモニウム、塩化アンモニウ
ム、塩化カリウム、又は当該技術分野において既知であるような他の好適な化合物）によ
るイオン交換などのプロセスによって処理された、未膨張のバーミキュライトが挙げられ
る。
【００４１】
　膨張シート材料を選択する際に考慮する要素としては通常、使用温度とモノリスのタイ
プ（例えばセラミックモノリス又は金属モノリス）が含まれる。好適な膨張シート材質は
通常、未膨張のバーミキュライト鉱石（市販のもので、例えばマサチューセッツ州ケンブ
リッジのＷ．Ｒ．グレース社（W.R.Grace and Co.）から入手可能）有機結合剤、及び／
又は無機結合剤、セラミック繊維、及び充填剤（例えば粘土（カオリンなど）及び中空セ
ラミックのビーズ又はバブルなど）を含む。例えば米国特許第３，９１６，０５７号（ハ
ッチ（Hatch）ら）は、未膨張のバーミキュライト、無機繊維材料、及び無機結合剤を含
む膨張シート材料を開示している。米国特許第４，３０５，９９２号（ランガー（Langer
）ら）では、アンモニウムイオン処理済みのバーミキュライト、無機繊維材料、及び有機
結合剤を含む膨張シート材料を開示している。更に、膨張シート材料は市販のものが入手
でき、例えばミネソタ州セントポールのスリーエム社（3M Company）から市販されている
、商品名「インタラムマットマウント（INTERAM MAT MOUNT）」がある。
【００４２】
　典型的には、このマウント材料は、乾燥重量基準で３０～９９．５重量パーセント（例
えば、４０～９８．５重量パーセント、５０～９７重量パーセント、又は６０～９７重量
パーセント）の無機繊維、０．５～９重量パーセント（例えば、０．５、１．０、又は１
．５から３、４、５、６、７、又は８重量パーセントまで）の無機及び／又は無機の結合
剤、並びに任意に６０重量パーセントまでの膨張性材料を含むが、ただしこの範囲外にな
る組成もまた使用されてもよい。膨張材料がマウント材料に含まれていない実施形態にお
いて、乾燥重量基準で無機繊維の割合が通常、少なくとも８５パーセント（例えば、重量
基準で少なくとも９０、９１、９２、９３、９４、９５重量パーセント又はそれ以上）で
あり、ただしこれより低い重量パーセンテージのものも使用することができる。
【００４３】
　このマウント材料は、任意に１つ以上の無機充填剤、無機結合剤、有機結合剤、有機繊
維、及びこれらの混合物を含んでもよい。
【００４４】
　充填剤の例には、層剥離バーミキュライト、中空のガラスミクロスフェア、パーライト
、アルミナ三水和物、炭酸カルシウム、及びこれらの混合物が挙げられる。充填剤は、マ
ウント材料中に、マウント材料の乾燥重量基準で１０パーセントまで、望ましくは２５パ
ーセントまで、及びより望ましくは５０パーセントまでの濃度で存在してもよい。
【００４５】
　無機結合剤の例には、雲母粒子、カオリン粘土、ベントナイト粘土、及び他の粘土様鉱
物が挙げられる。無機結合剤は、マウント材料中に、マウント材料の乾燥重量基準で５パ
ーセントまで、望ましくは２５パーセントまで、及びより望ましくは５０パーセントまで
の濃度で存在してもよい。
【００４６】
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　所望により、有機繊維（例えば、短繊維又はフィブリル化繊維）は例えば、加工中に湿
潤強度を供給し、並びに缶封入前にマット及びシートマウント材料に乾燥強度及び弾力性
を供給するために、本発明のマウント材料中に含めることができる。しかしながら、一般
に、こうした繊維は好ましくない燃焼に寄与するために、その含有量を最小にすることが
望ましい。
【００４７】
　本発明によるマウント材料中に含めることができる他の添加物又は加工助剤には、消泡
剤、界面活性剤、分散剤、湿潤剤、塩析のための塩、殺真菌剤、及び殺菌剤が挙げられる
。
【００４８】
　マウント材料は通常、汚染防止装置に適した物理的特性を有するよう配合される。ただ
し望みに応じて別の物理的特性に配合することもできる。
【００４９】
　通常、このマウント材料は乾燥坪量で、１平方メートル当たりのグラム数（ｇｓｍ）が
４００、７００、１０００、１５００、２０００から、最高５０００、１００００、又は
１５０００ｇｓｍまでの範囲となる。例えば、非膨張性マウント材料は、典型的には、４
００～２５００ｇｓｍ、より典型的には１０００～１８００ｇｓｍの乾燥坪量を有する。
膨張性マウント材料は、典型的には１２００～１５０００ｇｓｍ、より典型的には２４０
０～８０００ｇｓｍの乾燥坪量を有する。このマウント材料は、任意の好適な技法によっ
て作製することができ、例えば、当該技術分野において周知のエアレイド法やウェットレ
イド法を用いて作製できる。
【００５０】
　このマウント材料及び／又は再付着性マウント材料には、任意の引張り強さをもたせる
ことができる。典型的には、マウント材料及び／又は再付着性マウント材料の引張り強さ
は少なくとも約５０ｋＰａ、より典型的には少なくとも約７５ｋＰａ、更により典型的に
は少なくとも約１００ｋＰａである。
【００５１】
　１つの代表的かつ有用な方法では、無機繊維、及び有機ポリマーの水中スラリー（例え
ば、典型的には、水の重量の９５重量パーセントを超える）が調製され、凝集剤と組み合
わされる。任意成分（例えば、消泡剤、膨張性材料、又は充填剤）が次に添加され（使用
される場合）、そしてスラリーは次に伝統的なウェットレイド不織布抄紙技術によってマ
ウント材料に形成される。つまり、このプロセスには、成分を混合し、スラリーをワイヤ
ーメッシュ又はスクリーン上に注いで水の大部分を取り除くことが含まれる。形成された
シートは次に乾燥させ、マウント材料を形成する。マウント材料は次に、シート及びマッ
トなどの望ましい形態に変換することができる。プロセスは、段階的に行うことも、バッ
チで行うことも、及び／又は連続方式で行うこともできる。
【００５２】
　スラリーを作製するとき、沈積工程の直前に、任意の膨張性材料及びより高密度の充填
剤（使用される場合）のようなより高密度の材料を、より小さい混合容器中のスラリーに
、一定速度で添加してもよい。充填剤及び膨張性材料を含有するスラリーは、十分に攪拌
され、スラリーをメッシュ上に注ぐ前にこれらの粒子が混合タンク中に沈殿するのを防ぐ
。こうしたスラリーは、より高密度の粒子の望ましくない沈殿を防ぐために、典型的には
、メッシュ上に沈積させたほぼ直後に部分的に脱水されるべきである。スラリーの真空脱
水が望ましい。有用な乾燥方法は、当該技術分野において既知のように、脱水されたスラ
リーを圧縮又は加圧ローラーを通してウェットプレスし、続いて材料に加熱されたローラ
ーを通過させ、強制熱風乾燥を行うことを含む。
【００５３】
　再付着性感圧接着剤層は一般に、接着性ミクロスフェア及び結合剤粒子を含む要素から
作製される。理論に束縛されるものではないが、液体溶媒からマウント材質に適用すると
、大きな粒子である接着性ミクロスフェアは主にマウント材料の外側表面に沈積し、ここ
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で接着性結合のために利用され、一方小さな粒子である結合剤粒子は典型的にマウント材
料の一定の深さまで浸透すると考えられる。結合剤粒子はマウント材料の接着表面付近を
強化し、これにより、使用中の破損及び／又は接着剤移りが起こりにくくなる。一方、再
付着性感圧接着剤層の適用方法、及び接着性ミクロスフェアと結合材粒子との比率に応じ
て、この層の接着特性を、感圧接着性でなくなる程度まで低下させることができる。
【００５４】
　したがって、再付着性接着剤層の組成の調整（例えば、接着性ミクロスフェア、結合剤
粒子、任意で加える分散剤粒子の相対的分量）、その適用の具体的方法、及びその適用重
量が、典型的に、再付着性マウント材料の接着性と再付着性に影響を及ぼす。一般的に、
これら（及び他の）パラメータは、個々のマウント材料及び目的の用途に合わせた具体的
な特性を達成するための一定の実験的手法により、容易に調整することができる。
【００５５】
　接着性ミクロスフェア及び結合剤粒子は、液体溶媒中の分散液として便利に得られ、使
用することができる。この液体溶媒は一般に、水及び／又は揮発性有機溶媒（例えば水溶
性の揮発性有機溶媒）を含む。
【００５６】
　接着性ミクロスフェアはポリマー粒子であり、液体溶媒が除去されたときに感圧性接着
特性を有する。この接着性ミクロスフェアは、Ｄ５０が少なくとも３０マイクロメートル
ンの分布を構成する任意のモードである限り、任意の粒経分布を有することができる。例
えば、特定の実施形態において、このモードはＤ５０が少なくとも３０、４０、５０、又
は６０マイクロメートルから、８０、１００、１５０、２００、３００、４００、又は５
００マイクロメートルまで、又はそれ以上の範囲が可能である。本発明の使用に適した接
着性ミクロスフェアには、再付着性感圧接着剤の製造に有用なものが含まれる。典型的に
は、この接着性ミクロスフェアは懸濁液重合によって作製される。
【００５７】
　乾燥させて再付着性感圧接着剤を作製できる接着性ミクロスフェア分散液は当該技術分
野において周知であり、例えば米国特許第５，５７１，６１７号（クープライダー（Coop
rider）ら）、米国特許第５，７１４，２３７号（クープライダー（Cooprider）ら）、米
国特許第５，１１８，７５０号（シルバー（Silver）ら）、米国特許第５，０４５，５６
９号（デルガド（Delgado））、米国特許第５，８２４，７４８号（ケスティ（Kesti）ら
）、米国特許第４，７８６，６９６号（ボーネル（Bohnel））、及び米国特許第５，７５
６，６２５号（クランダル（Crandall）ら）に記載されている手順によるものが含まれる
。接着性ミクロスフェアの分散液の例としては更に、ニュージャージー州ニューアークの
クレイグ・アドヒシブス・アンド・コーティングス（Craig Adhesives and Coatings）社
から商品名「クレイグスティック（CRAIGSTICK）３９９１　ＰＬＶ」として販売されてい
る接着性ミクロスフェアの分散液、及び米国特許第５，７１４，２３７号（クープライダ
ー（Cooprider）ら）で例１に記載されているものに本質的に従って（ただしイソオクチ
ルアクリレートの代わりに２－エチルへキシルアクリレートを使用して）作製された接着
性ミクロスフェアの分散液が含まれる。
【００５８】
　典型的に有機ポリマーを含む分散液粒子は、接着性ミクロスフェアの沈着を減らすため
、所望により、液体溶媒中で接着性ミクロスフェア（一般的には少量）と混合することが
できる。例えば、分散液粒子に対する接着性ミクロスフェアのそれぞれの合計体積比率は
９５：５又はそれ以上にすることができる。好適な分散液粒子には、効果的に接着性粒子
を十分に安定化させ、かつ懸濁液重合化プロセス内のアグロメレーションを防ぐような任
意の重合安定剤が含まれ、本発明において有用である。分散液粒子の例には、平均分子量
５０００を超えるポリアクリル酸塩（例えばアンモニウム塩、ナトリウム塩、リチウム塩
、及びカリウム塩）、カルボキシ修飾ポリ（アクリルアミド）類、アクリル酸とジメチル
アミノエチルメタクリレートのコポリマー、重合四級アミン類、四級化されたポリ（Ｎ－
ビニルピロリドン）コポリマー、及びセルロース誘導体（四級化アミン置換セルロース類
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及びカルボキシ修飾セルロース類を含む）が挙げられる。
【００５９】
　結合剤粒子は任意の粒径にすることができる（例えば０．０１、０．１、０．３、０．
５、又は１マイクロメートルから、５、１０、又は２０マイクロメートル又はそれ以上ま
での範囲の粒径）。一般的に有用な結合剤粒子には、すべてのモードのＤ５０が１マイク
ロメートル未満であるような粒径分布を有するものが含まれる。例えば、特定の実施形態
において、このモードのＤ５０は０．０１、０．０５、０．１、０．２、又は０．３マイ
クロメートルから、０．４、０．５、０．６、０．７マイクロメートル又はそれ以上まで
の範囲の粒径にすることができる。典型的には、結合剤粒子は乳化重合によって作製され
る。有用な結合剤粒子には例えば、ラテックス形態のポリマー及びエラストマー（例えば
、天然ゴムラテックス、スチレン－ブタジエンラテックス、ブタジエン－アクリロニトリ
ルラテックス、ポリビニルアセテートラテックス、ポリビニルアセテートコポリマーラテ
ックス、ビニルアセテート－エチレンコポリマー、並びにアクリレートとメタクリレート
のポリマー及びコポリマーのラテックス）が含まれる。市販品として入手可能な有用な結
合剤粒子の例としては、ペンシルバニア州アレンタウンのエア・プロダクツ（Air Produc
ts）社の商品名「エアフレックス６００ＢＰ（AIRFLEX 600BP）」として入手可能なエチ
ルビニルアセテートポリマー、エア・プロダクツ（Air Products）社の商品名「フレック
スクリルＳＰ－３８（FLEXCRYL SP-38）」として入手可能なアクリルポリマー、ペンシル
バニア州フィラデルフィアのローム・アンド・ハース（Rohm and Haas）社の商品名「ロ
ープレックスＨＡ－８（RHOPLEX HA-8）」として入手可能なアクリルポリマー、オハイオ
州クリーブランドのノベオン（Noveon）社の商品名「カーボタック２６１４６（CARBOTAC
 26146）」として入手可能なアクリルポリマー、ノベオン（Noveon）社の商品名「ハイカ
ー２６４１０（HYCAR 26410）」として入手可能なアクリルポリマー、ニュージャージー
州フローラムパークのバスフ社（BASF Corp）の商品名「スタイロファンＮＤ－５９３（S
TYROFAN ND-593）」として入手可能なスチレンブタジエンポリマーが含まれる。）特定の
実施形態（例えば、カーボタック２６１４６（CARBOTAC 26146）及び／又はフレックスク
リルＳＰ－３８（FLEXCRYL SP-38）アクリルポリマーを含むもの）において、結合剤粒子
には感圧接着剤を含めることができる。
【００６０】
　接着性ミクロスフェア及び結合剤粒子は、好適な任意の重量比で存在可能であり、典型
的にはそれぞれの比が少なくとも１５：８５、３０：７０、又は４０：６０から、６０：
４０、７０：３０、又は８５：１５までとすることができる。これらの範囲外の比も一部
の実施形態においては有用である可能性があるが、モノリスに良好に接着するには不適切
なほど粘着性が高くなるか、又は、粘着性が高すぎて、接着剤移り若しくはマウント材料
の破損なしにモノリスから除去することができないといった傾向になる。
【００６１】
　再付着性感圧接着剤層は、好適な任意の方法で作製することができる。例えば、接着性
ミクロスフェア及び結合剤粒子を液体溶媒中に含んだ分散液でマウント材料をコーティン
グすることにより作製することができる。好適なコーティング方法の例には、ロールコー
ティング、スプレー、浸漬、パッドコーティングが含まれる。他の代表的な方法において
、感圧性ミクロスフェア接着剤ミクロスフェア及び結合剤粒子を、マウント材料に対し別
々に適用することができる（例えば、それぞれ液体溶媒中の分散液２種類として）。
【００６２】
　再付着性感圧接着剤層は、再付着性感圧接着特性を付与するのに十分な任意のコーティ
ング重量にすることが可能である。再付着性感圧接着剤層は、連続的でも不連続的（例え
ばストライプ状及び／又はドット状）でもよく、更にマウント材料の１つの主表面の全体
を覆っても、また一部分だけを覆ってもよい。特定の実施形態において、再付着性感圧接
着剤層は、マウント材料の反対側主表面の全体を覆っても、また一部分だけを覆ってもよ
い。
【００６３】
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　特定の実施形態において、再付着性感圧接着剤層は、再付着可能なマウント材料の２枚
以上の層を合わせて接合するのに使用することができる。
【００６４】
　再付着性感圧接着剤層には、所望により、例えば粘着付与剤、着色剤（例えば染料及び
／又は顔料）、難燃剤、煙抑制剤などの１種以上の添加剤を含めることができる。
【００６５】
　本発明による再付着性マウント材料は、任意の寸法及び／又は厚さにすることができる
。しかしながら、汚染防止装置に使用するためには、再付着性マウント材料の厚さ、及び
同様のマウント材料の厚さは、典型的には、０．３ｃｍ（０．１インチ）、０．３８ｃｍ
（０．１５インチ）又は０．５ｃｍ（０．２インチ）から、０．８ｃｍ（０．３インチ）
、１．３ｃｍ（０．５インチ）、１．８ｃｍ（０．７インチ）又は２．５ｃｍ（１インチ
）以上までの範囲となる。
【００６６】
　本発明による再付着性マウント材料は、モノリスのハウジング内へのマウント、及び／
又はエンドコーン断熱のためのマウント材料（例えばマウントマット）として、汚染防止
装置に有用である。例えば、再付着性マウント材料は、モノリスを再付着性マウント材料
で（再付着性感圧接着剤層がモノリスに接触するように）巻き、ハウジング内にその巻い
たモノリスを挿入することによって、あるいは、内側エンドコーンハウジングを再付着性
マウント材料で巻き、次に外側エンドコーンハウジングを内側エンドコーンに溶接するこ
とによって、モノリスとハウジングの間に配置することができる。
【００６７】
　再付着性マウント材料は、例えば具体的な用途条件に応じて、任意のサイズ及び形状に
製造することができる。例えば、自動車用触媒コンバータは一般的にはディーゼル用コン
バータよりも小さく、通常これに対応して小さなマウントマットが必要となる。マウント
マットは、複数の層のマットでモノリス周囲を巻くよう重ねることができる。典型的には
、各膨張性再付着性マウント材料の厚さは約１．５ｍｍ～約１０ｍｍの範囲であるが、た
だし他の厚さも使用することができる。
【００６８】
　図３を参照すると、代表的な汚染防止装置３０５は、ハウジング３１２を包含し、ほぼ
円錘形の入口３１４及び出口３１６（即ち、エンドコーンと一般的に称される）を有する
。ハウジング３１２は、これは缶又はケーシングと一般的に称され、金属（例えばステン
レススチール）から通常作製される。ハウジング３１２内に配置されるのはモノリス３１
８であり、これは通常セラミック材質又は金属材質製であり、触媒を含むことができる。
再付着性マウント材質３００がモノリス３１８の周囲を取り囲み、再付着性感圧接着剤層
３１０がモノリス３１８に対し剥がせる状態で接着される。モノリス３１８は例えば、触
媒コンバータエレメント又はディーゼル微粒子フィルタエレメントとすることができる。
【００６９】
　入口３１４及び出口３１６には、内側エンドコーンハウジング３２８及び外側エンドコ
ーンハウジング３２６が含まれる。絶縁材料３３０が、内側エンドコーンハウジング３２
８と外側エンドコーンハウジング３２６との間に配置される。本発明による再付着性マウ
ント材料は、断熱材３３０として使用することができる。
【００７０】
　汚染防止装置の多くの例が当該技術分野において既知であり、例えば触媒コンバータ、
エンドコーンサブアセンブリ、選択的触媒還元（ＳＣＲ）装置、ディーゼル微粒子トラッ
プ及びフィルタが含まれる。このような装置に関する詳細は、例えば米国特許第５，８８
２，６０８号（サノッキ（Sanocki）ら）、同第６，２４５，３０１号（ストルーム（Str
oom）ら）、及び再発行特許第２７，７４７号（ジョンソン（Johnson）、及び米国公開特
許出願第２００６／０１５４０４０　Ａ１号（メリー（Merry））に記載されているもの
があり得る。
【００７１】
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　本発明の目的及び利点を以下の非限定的な実施例により更に例示するが、これらの実施
例の中で挙げた特定の材料及びその量、並びに他の条件及び詳細は、本発明を不当に限定
するように解釈されるべきではない。
【実施例】
【００７２】
　特に記載のない限り、実施例及び本明細書の残りの部分におけるすべての部分、割合、
及び比率は、重量による。
【００７３】
　表１（下記）は後述する例に使用される略称及び材料を列記したものである：
【００７４】
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【表１】

【００７５】
　表２（下記）は、表１に報告されているさまざまな材料に関する粒径分布を列記したも
のである。
【００７６】
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【表２】

【００７７】
　コーティングされたマウント材料の作製の一般的手順：
　マウント材料試料（例えばＭＡＴ１～ＭＡＴ４）が２０ｃｍ（７インチ）×３０ｃｍ（
１２インチ）の大きさに裁断された。
【００７８】
　感圧性ミクロスフェア接着剤及び結合剤の分散液が、使用前に別々に混合され、確実に
均質にした。これら粒子分散液を、元の容器から０．２リットル（８オンス）のガラス製
容器に注いで混合し、木製の舌圧子で１分間攪拌して、乾燥可能な組成とした。乾燥可能
な組成それぞれを、別個のきれいなアルミニウム製トレーに注いだ。直径３．２ｃｍ（１
　１／４インチ）×１０ｃｍ（４インチ）のフォーム製ペイントローラーを使用して、そ
の乾燥可能な組成をマウント材料に適用した。各試料ごとにきれいなローラーが使用され
た。フォーム製ローラーには、試料あたり新鮮な乾燥可能組成を４回含ませた。試料をコ
ーティングした後、１００℃で１５～３０分間乾燥させ、得られた乾燥済み接着剤コーテ
ィング表面を、シリコーンコーティング剥離紙シートで保護した。その結果として得られ
たコーティング済み試料を少なくとも５日間放置して室温条件（２１℃（７０°Ｆ）、相
対湿度５０パーセント）に均衡化し、重量を測定してその接着剤コーティング重量を決定
した。
【００７９】
　セラミック接着試験：
　０．６３ｃｍ（０．２５インチ）のアルミニウム製水平シャフトを、力測定装置（ミネ
ソタ州シャコピーのテスト・リソーシズ（Test Resources）社から市販されている、商品
名「モデル１００Ｐ－１２テストシステム」として入手可能）の上側空気圧グリップの下
端から下及び水平方向に１３．７５ｃｍ（５．５インチ）ずらした位置にしっかり固定し
た。
【００８０】
　試験を行う試料（２．５ｃｍ（１インチ）×３０ｃｍ（１２インチ））を、コーディエ
ライト製薄壁セラミックモノリス（８５．５×８０ｍｍ（３．３６６×３．１５インチ）
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、セル：３５０、ウェブ：５．５、Ｃｏｍｐ：ＥＸ２２、部品番号：８３３８４４　７６
０１　１０００、ニューヨーク州コーニングのコーニング社（Corning, Inc.）から市販
されている商品名「セルカー（CELCOR）」として入手可能、直径８．４ｃｍ（３　３／８
インチ）×長さ７．８ｃｍ（３　１／８インチ））のほぼ中央を中心に周囲に巻き（少な
くとも半分まで、モノリスに対して再付着製感圧接着層が向くように）、この円形面の中
央には０．９３ｃｍ（３／８インチ）の円形穴があり、この試料を、手を使って中程度の
力で３０秒間押さえて固定する。
【００８１】
　アルミニウム製シャフトをモノリスの中央の穴に挿入し、この組立品がしっかりと空気
圧グリップの下に固定された。この試料が、空気圧クランプにより力測定器の上側グリッ
プに固定された。
【００８２】
　試験の際、この試料は、かかる力がモノリス円周の接線になるように向けられた。力測
定装置で、コーティングされた繊維性マウント材料試料をセラミックモノリスから剥がす
方向に、毎分５インチ（毎分１２．５ｃｍ）の速度で距離１０ｃｍ（４インチ）引っ張っ
た。平均の剥がす力と、接着剤移り又は繊維性マットの損傷（分離）が生じたかどうかが
記録された。
【００８３】
　ステンレススチール接着試験：
　厚さ０．０１ｃｍ（４ｍｉｌ）、２．５ｃｍ（１インチ）×３０ｃｍ（１２インチ）の
ステンレススチールストリップ（３２１アニールステンレススチールシム、鏡面仕上げ）
を、試験する試料（２．５ｃｍ（１インチ）×３０ｃｍ（１２インチ））に手を使って中
程度の力で押さえて接着し、この際に２．５ｃｍ（１インチ）重ねた（すなわち、５８．
４ｃｍ（２３インチ）のストリップで、一方の端はステンレススチール、もう一方の端は
サポートマットとなった）。接触部分の面積は６．５平方センチメートル（１平方インチ
）であった。この構成体を力測定装置（テスト・リソーシズ（Test Resources）社から市
販されている、商品名「モデル１００Ｐ－１２テストシステム」として入手可能）の空気
圧クランプに固定した。この試料を下側のクランプに固定し、ステンレスしスチールを上
側のクランプに固定した。力測定装置の顎部は約５０ｃｍ（２０インチ）間隔にした。力
測定装置でステンレススチール製ストリップを試料から剥がす方向に、毎分１２．５ｃｍ
（毎分５インチ）の速度で、接着が離れるまで引っ張った。ピーク時の力と、接着剤移り
又は繊維性マットの損傷（分離）が生じたかどうかが記録された。
【００８４】
　ポリプロピレン接着試験：
　厚さ５０．８マイクロメートル（２ミル）、２．５ｃｍ（１インチ）×３０ｃｍ（１２
インチ）のポリプロピレンストリップを、試験する試料（２．５ｃｍ（１インチ）×３０
ｃｍ（１２インチ））の接着剤コーティング表面に、指を使って中程度の力で押さえて接
着し、この際に１３ｃｍ（５インチ）の重なりが生じるようにした。残る１７．５ｃｍ（
７インチ）のポリプロピレンフィルムは接着剤から離して保持され、サポートマットの反
対側の端は、力測定装置（ミネソタ州シャコピーのテスト・リソーシズ（Test Resources
）社から市販されている「モデル１００Ｐ－１２テストシステム」）の下側顎部にクラン
プで固定された。ポリプロピレンストリップの自由端が、力測定装置の上側顎部に注意し
て配置し、クランプで固定された。力測定装置の顎部は約３０ｃｍ（１２インチ）間隔に
した。力測定装置は、接着剤コーティングされたサポートマットからポリプロピレンフィ
ルムを１８０°で剥がす角度に、毎分１２．５ｃｍ（毎分５インチ）の速度で距離１０ｃ
ｍ（４インチ）引っ張るよう設定した。平均の剥がす力と、接着剤移り又は繊維性マット
の損傷（分離）が生じたかどうかが記録された。
【００８５】
　表２～表４：＊印はマウント材質の層間剥離を示し、ＮＤは決定されていないことを示
す。
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【００８６】
　実施例１～１４及び比較例Ａ～Ｌ
　「接着剤コーティングされたマウント材料の作製の一般的手順」に従って、コーティン
グされたマウント材料が作製された。表３は、上記で説明された試験方法による、接着剤
コーティングされたマウント材料の評価結果を報告するものである。表３（下記）におい
て、アステリスク（＊）はマウント材料の損傷を示し、「ＮＤ」は決定されていないこと
を示す。
【００８７】
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【表３】

【００８８】
　実施例１５～４２及び比較例Ｍ～Ｘ
　「接着剤コーティングされたマウント材料の作製の一般的手順」（前述）に記載の方法
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に従って、接着剤コーティングされたマウント材料が作製された。表４は、上記で説明さ
れた試験方法による、接着剤コーティングされたマウント材料の評価結果を報告するもの
である。表４（下記）において、アステリスクはマウント材料の損傷を示す。
【００８９】
【表４－１】
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【００９０】
【表４－２】

【００９１】
　実施例４３～４６及び比較例Ｙ～ＡＢ
　「接着剤コーティングされたマウント材料の作製の一般的手順」（前述）に記載の方法
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に従い、ただし指示された量の乾燥可能な組成物に水を追加して、接着剤コーティングさ
れたマウント材料が作製された。表５は、上記で説明された試験方法による、接着剤コー
ティングされたマウント材料の評価結果を報告するものである。表５（下記）において、
アステリスクはマウント材料の損傷を示す。
【００９２】
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【表５】

【００９３】
　実施例４７～４９
　「接着剤コーティングされたマウント材料の作製の一般的手順」（前述）に記載の方法
に従い、接着剤コーティングされたマウント材料が作製された。ただし例実施例４７～４
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８においては表６に示すように接着性ミクロスフェア分散液及び結合剤粒子分散液が別々
に適用され、それぞれの分散液適用について１００℃で１５～３０分間乾燥された。表６
（下記）も、接着剤コーティングされたマウント材料の評価結果を報告するものである。
【００９４】
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【表６】

【００９５】
　本発明の種々の修正及び変更を本発明の範囲及び趣旨を逸脱せずに当業者によって行っ
てもよい。本発明は本明細書に記載された例示的な実施形態に不当に限定されるべきでは
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ないことが理解されるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】
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